
 
 
 
 
 
 

平成 24 年度 

 

 

事業計画書 
 

 
（平成 24 年４月１日から平成 25 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉世界遺産登録推進協議会 
 
 
 
 
 



１．活動目標・活動方針 

 

「武家の古都・鎌倉」の世界文化遺産登録に向けて、本年 1 月に、日本国からユネスコ

世界遺産センターに正式に推薦書が提出された状況を踏まえ、次の 3 点を柱とする基本的

な活動目標・活動方針を定めます。 

 

（１）登録に向けた「市民の盛り上がり」を高めていきます。                
 

①下記のメインフレーズ及びコンセプトを活用したキャンペーンを、推進協議会の

全事業において展開することにより、登録に向けた全市的な市民の盛り上がりを

図ります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    なお、本キャンペーンは、推進協議会の事業にとどまらず、広く各種の市民団体

等に呼び掛け、それぞれの事業の実施にあたってメインフレーズの活用・展開を

促すことにより、さらなる市民の盛り上がりを目指します。 
 

②全市的な盛り上がりを図るとともに、推進協議会の活動の裾野をさらに広げていく

ため、市内外の様々な団体等に対し推進協議会への参加を積極的に呼びかけます。 

 

（２）これまで進めてきた広報・啓発活動を確実に継承しながら、世界遺産登録について

広く発信していきます。  
 

①これまでの広報・啓発を中心とする活動を、今後も継続して取り組んでいくととも

に、登録審査の前年度であることを踏まえ、さらに効果的な広報媒体を新たに模索

するなど、積極的な活動を展開し、市民、県民、国民及び世界の人々に対する周知

を図ります。 
 

②「貴重な鎌倉の歴史的遺産を守り、将来の世代まで、責任をもって繋いでいく。」と

いう、鎌倉が世界遺産登録を目指すことの意義や目的を、正確に分かりやすく伝え

ていくため、シンポジウムやワークショップなど市民が身近に参加できるイベント

を開催します。 
 

③将来の世代への広報・啓発が重要なことから、小学生、中学生などが理解しやすい情

報の提供や世界遺産登録に係る行事に参加する機会の提供に努めます。 
 

 

『みんなでつくる世界遺産のまち鎌倉』 

 ・私たちは、「武家の古都・鎌倉」の世界遺産登録を目指しています。 

しかし、世界遺産登録はゴールではありません。 

登録されたあとの、登録を活かす鎌倉のまちづくりこそ重要です。 

『みんなでつくる世界遺産のまち鎌倉』の実現を、市民の皆さまと 

一緒に目指します。 

 



 

 

④市民の登録に関する不安や疑問の解消に向けた取り組みを進めます。 
 

⑤活動の推進にあたっては、引き続き「登録推進事業部会」及び「広報部会」の 2 部

会が連携を図りながら、必要に応じて事業ごとに「実行委員会」を設置し、将来的

な効果も見据え、具体的な検討を行うとともに、事業の実施を図ります。 
 

⑥活動を幅広く展開していくため、構成団体や３県市（神奈川県・横浜市・逗子市）

などとの共催による事業展開を積極的に進めます。 

⑦活動の発展に資するため、各種イベントの参加料や活動協力金など、活動資金の確

保に向けた取り組みを進めます。 

 

（３）世界遺産登録後の活動及び組織のあり方について、検討を進めます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２．事業の実施体系図（予定） 
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登録推進事業部会 

・ 本会の目的を達成する
ための事業の検討及び
実施 

広報部会 
 

・ 会報の企画、編集及び 
発行 

武家の古都・鎌倉 
マップ改訂分科会 

武家の古都・鎌倉マップの改訂

英語版の作成 

出版委員会 

各種出版物の制作・発行 

美術・写真コンクール 
実行委員会 

パブリシティ実行委員会
市民参加型地域 
イベントへの参画等 

鎌倉まつり参加 
実行委員会 

武家の古都・鎌倉塾 
実行委員会 

ニュース編集委員会 

掲示等促進実行委員会

資金確保委員会 

事務局（鎌倉市世界遺産登録推進担当） 

共催事業及び実行委員会を設置しない事業への対応 

武家の古都・鎌倉 
ガイドブック作成分科会

ガイドブックの作成 

 

資料編纂分科会 

世界遺産登録に向けた市民の

取り組みに関する資料の作成

映像等資料作成委員会 

意見交換事業 
実行委員会 

市民フォーラム 
実行委員会 

グッズ製作実行委員会

ホームページ検討 
実行委員会 

パブリシティ実行委員会
（シンポジウム等） 



３.事業内容 

(1) イベント（市民参加型）事業《８事業》 
鎌倉の歴史的遺産の世界文化遺産への登録に向けた取組みについて、人々への周知と

より深い理解を得ることを目的とし、各層の意識の高揚を図っていくため、直接市民等

が参加・体験できる次のような各種イベント事業の取組みを進めます。 
 

ア 主催事業（５事業） 
 

事 業 名 等 開催時期等 備 考 

１．世界遺産登録啓発 
美術・写真コンクール 
（実行委員会設置） 

【継続】 
９月下旬～10 月上旬 

市民文化祭（市展部門）と共同して、

コンクールを実施。 

２．武家の古都・鎌倉塾の開講 
  （実行委員会設置） 

【継続】 
春季(中級）５月～７月 
秋季(初級)  

「武家の古都・鎌倉」等をテーマに

した「塾」を春・秋に分けて開催。 
過去の講義録の作成。 

３．鎌倉まつりへの主体的な 
  参加 

（実行委員会設置） 

【継続】 
４月 

 

(1) パレードへの参加 
【継続】 

４月８日 

県立鎌倉高校と連携し、横断幕やのぼ

り旗を持ってパレード参加及び観光

客等にマップ配布を実施。 

(2) 寺社特別拝観めぐり 
【継続】 
 ４月９日～13 日 

候補遺産を対象として、通常非公開

の場所を含めた特別拝観コースを

設定し、現地見学等を実施。 

 

(3) 講演会の開催 
【継続】 
 ４月 14 日 

もっと知ろう世界遺産講演会 
第５弾として、講演会を開催。 

４．市民意見の聴取 
  （実行委員会設置） 

  

 
(1) 市民との意見交換の 

実施 
【継続】 

市内各地域の市民団体等と、積極的

な意見交換会を実施。 



 
 

(2)市民フォーラム 
（ワークショップの開催） 

【継続】 
鎌倉の世界遺産登録について市民

間の意見交換の場としてのワーク

ショップを開催。 

５．パブリシティの促進 
（実行委員会設置） 

  

(1) 講演会、シンポジウ

ム等の開催 

【継続】 
春季 ６月 ３日 
秋季１０月２８日 

「武家の古都・鎌倉」等をテーマ

にした講演会、シンポジウム等を

開催。 
 

(2) 来訪者にインパクト

を与える周知事業 
【継続】 

年間（随時） 

鉄道車両への掲示等、来訪者に 
インパクトを与える周知事業に 
ついて、検討。 

 
 
イ 共催事業（３事業） 

 

事 業 名 等 開催予定時期等 備 考 

１．「鎌倉の世界遺産登録をめざ

す市民の会」シンポジウム 
【継続】 

11 月頃 

鎌倉の世界遺産登録をめざす市民の

会との共催により、学識経験者の 
基調講演やパネルディスカッション

を実施。 

２．鎌倉世界遺産登録推進に

向けての中学生作文コン

クール 

【継続】 
応募期間 ７月～９月 
発表 12 月頃 

鎌倉市青少年指導員連絡協議会との

共催により、中学生を対象として 
鎌倉の世界遺産登録に関する作文を

募集し、文集を作成。 

３．その他関連事業 
【継続】 

随時 
「武家の古都・鎌倉」をテーマにし

た講演会等を共催。 

 



(2) 広報活動事業《６事業》 
   鎌倉の歴史的遺産の世界文化遺産への登録に向けた取組みについて、人々への周知と

より深い理解を得ることを目的とし、各層の意識の高揚を図っていくため、次のような

広報活動事業の取組みを進めます。 
 

ア 主催事業（５事業） 
 

事 業 名 等 実施時期等 備 考 

１.出版物の制作・発行 
  （出版委員会設置） 

  

 
(1) 会報「武家の古都・ 

鎌倉ニュース」の発行 
【継続】 

年４回 

推進協議会の取組みや、鎌倉の世界

遺産登録と関連した市民活動の 
広報を目的として発行。 

(2) マップの発行 
【継続】 

年間（随時） 
「武家の古都・鎌倉マップ」を作成

し、発行。随時改訂。 

(3) マップ外国語版の  
発行  

年度内 
マップの改訂を踏まえ、外国語版

（英語版）のマップを作成。 

(4 )  ガイドブックの  
発行  

年度内 
推薦書の内容を踏まえたガイド 
ブックを作成。 

 

(5) 市民活動史資料の編

纂(出版) 
年度内 

鎌倉の市民活動の歴史を通して、

世界遺産登録に向けた市民の取り

組みを明瞭に説明するための資料

の編纂を進め、出版を検討。 

２．ＤＶＤ等資料の活用 
（実行委員会設置） 

年度内 

21 年度作成した広報用ＤＶＤの

活用を進めるとともに、小･中学生

に対しても、理解しやすい資料（教

材）の検討。 



３．ホームページの充実 
（実行委員会設置） 

【継続】 
年間（随時） 

推進協議会ホームページの内容の

充実を検討。 

４．掲示等の促進 
（実行委員会設置） 

  

(1) 各種展示物の作成 
【継続】 

年間（随時） 

市民意識の高揚を図るため、世界

遺産登録のＰＲに関する掲示物等

の作成。 

 (2) 展示への積極的な 
実施  

【継続】 
年間（随時） 

製作したパネル等の展示を実施。 

５．グッズの製作・販売・配布 
（実行委員会設置） 

  

(1) 啓発グッズの追加 
製作・活用 

【継続】 
年間（随時） 

シンボルマークをデザインした 
タオル・クリアフォルダ・ 
ステッカー・バッジ等の活用。 

(2) 散華の販売 
【継続】 

年間（随時） 
散華の販売・活用について継続し

て実施。 
 

(3) 新規グッズ候補の検討 
【継続】 

年間（随時） 
推進協議会オリジナルのグッズ 
製作の検討を実施。 

 
 
 
 
 
 
 



 
イ 共催事業（１事業） 

 

事 業 名 等 開催予定時期等 備 考 

１．パブリシティの促進 
（実行委員会設置） 

  

(1) 各種メディアに 
よる周知活動 

【継続】 
年間（随時） 

報道機関への情報提供等を促進 
するとともに、各種マスメディアと

連携した啓発活動について、検討。 
 

(2) 市民参加型地域 
イベントへの参画 

【継続】 
年間（随時） 

市民参加型の地域イベントに参加

しての啓発活動について、検討。 

 
 
 
 

(3)その他事業《２事業》 
   その他、本推進協議会の目的を達成するため次のような事業を実施します。 
 

事 業 名 等 開催予定時期等 備 考 

１．総会の開催 
【継続】 

４月 27 日 
平成 23 年度事業概要の報告及び 
24 年度の事業計画の承認 

２．活動資金の確保に向けた

取り組み 
（実行委員会設置） 

【継続】 
年間（随時） 

活動の資金確保に向けた取り組みを 
検討。 

 


